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去
る
５
月
20
日
、
吉
部
ふ
れ
あ
い
セ
ン

タ
ー
講
堂
に
て
、
三
戸
宇
部
市
商
工
水
産

部
長
様
を
は
じ
め
、
多
数
の
御
来
賓
の
御

臨
席
の
も
と
令
和
元
年
度
通
常
総
会
を
開

催
し
、
平
成
30
年
度
事
業
報
告
・
収
支
決

算
の
認
定
等
の
議
案
を
可
決
承
認
さ
れ
ま

し
た
。 

 

～
会
長
挨
拶
抜
粋
・
要
約
～ 

 

昨
年
の
我
が
国
経
済
は
、
緩
や
か
な
回

復
基
調
が
続
き
、
戦
後
二
番
目
の
長
さ
を

記
録
し
た
こ
の
景
気
回
復
の
波
も
、
そ
の

恩
恵
は
大
企
業
や
都
市
部
の
中
堅
・
中
小

企
業
に
と
ど
ま
っ
て
い
ま
す
。 

地
方
の
中
小
企
業
・
小
規
模
事
業
者
に

お
い
て
は
、
人
手
・
人
材
不
足
に
よ
る
人

件
費
や
原
材
料
費
等
の
上
昇
な
ど
、
コ
ス

ト
上
昇
に
見
合
っ
た
価
格
転
嫁
が
間
に
合

わ
な
い
状
況
と
な
っ
て
お
り
、
い
ま
だ
景

気
の
回
復
を
実
感
す
る
に
至
っ
て
お
り
ま

せ
ん
。
ま
た
、
人
口
の
減
少
や
高
齢
化
も

一
層
進
ん
で
お
り
、
地
域
経
済
は
縮
小
、

疲
弊
を
し
て
い
る
状
況
で
す
。 

ま
ず
、
今
年
の
10
月
に
10
％
へ
消
費
税

増
税
が
実
施
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、「
消
費
税

軽
減
税
率
対
応
相
談
等
事
業
」
を
実
施
し

て
ま
い
り
ま
す
。 

ま
た
、
昨
年
度
実
施
し
た
経
営
課
題
等

に
関
す
る
調
査
に
お
い
て
も
、
明
確
な
後

継
者
が
い
る
と
答
え
た
事
業
者
は
7
％

に
留
ま
り
、
後
継
者
不
在
に
よ
る
廃
業
数

増
加
が
懸
念
さ
れ
ま
す
。
そ
の
た
め
、
専

門
家
と
協
力
し
て
事
業
承
継
診
断
・
事
業

承
継
計
画
策
定
支
援
を
実
施
い
た
し
ま
す
。 

平
成
29
年
度
に
、
当
会
で
は
小
規
模
事

業
者
の
中
長
期
的
な
発
展
の
あ
り
方
や
重

要
方
針
に
つ
い
て
「
経
営
発
達
支
援
計
画
」

を
策
定
し
て
お
り
、
一
層
の
積
極
的
か
つ

専
門
的
な
支
援
を
実
施
し
て
ま
い
り
ま
す
。 

さ
ら
に
、
県
や
宇
部
市
、
関
係
団
体
、

金
融
機
関
等
と
の
連
携
を
緊
密
に
し
、
地

域
商
工
業
者
の
健
全
な
繁
栄
を
図
る
た
め

の
経
営
改
善
普
及
事
業
に
役
職
員
一
体
と

な
っ
て
取
り
組
み
ま
す
。
ま
た
、
商
工
会

組
織
の
基
盤
強
化
・
会
員
の
増
強
を
鋭
意

進
め
る
と
と
も
に
、
青
年
部
、
女
性
部
活

動
の
支
援
も
こ
れ
ま
で
以
上
に
行
い
、
地

域
の
活
性
化
に
も
努
め
て
ま
い
り
ま
す
。 

 

行
政
、
関
係
機
関
の
皆
様
に
は
今
後
と

も
よ
り
一
層
の
御
支
援
、
御
指
導
を
お
願

い
い
た
し
ま
す
。 

 

～
選
出
新
役
員
～ 

理 

事 
 

稲
田
英
明 

（
令
和
３
年
度
通
常
総
会
ま
で
） 

 

新
年
度
の
重
点
事
業 

１
．
中
小
・
小
規
模
事
業
者
の
持
続

的
な
発
展
に
関
す
る
こ
と 

①
地
域
の
経
済
動
向
調
査 

 
 

②
経
営
状
況
の
分
析 

③
事
業
計
画
策
定
支
援
及
び
事
業
計

画
実
施
支
援 

 
 

④
需
要
動
向
調
査 

⑤
新
た
な
需
要
開
拓
に
寄
与
す
る
事 

 
 

業 

⑥
地
域
内
関
係
機
関
と
の
協
議
に
よ

る
地
域
活
性
化
策
の
検
討 

⑦
廃
業
予
定
者
の
ソ
フ
ト
ラ
ン
デ
ィ

ン
グ
等 

 ２
．
地
域
経
済
活
性
化
に
資
す
る
事
業

の
推
進 

①
６
次
産
業
化
・
農
商
工
連
携
支
援

事
業 

 ３
．
一
般
事
業 

①
会
員
増
強
に
よ
る
商
工
会
組
織
基

盤
の
強
化 

②
収
益
事
業
推
進
に
よ
る
商
工
会
財

政
基
盤
の
強
化 

③
青
年
部
員
・
女
性
部
員
増
強
に
よ

る
組
織
強
化
及
び
事
業
活
性
化 
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令
和
元
年
度
通
常
総
会
開
催 

 
 
 
 
 
 

新
年
度
事
業
・
予
算
決
定 
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   (

注
１)

小
規
模
事
業
者
と
は
、
「
製
造
業
の

他
の
業
種
に
属
す
る
商
工
業
者(

会
社

お
よ
び
個
人
事
業
主)

」
で
あ
り
、
常

時
使
用
す
る
従
業
員
の
数
が
２
０
人

以
下(

卸
売
業
、
小
売
業
、
サ
ー
ビ
ス

業(

宿
泊
業
・
娯
楽
業
を
除
く)

に
属
す

る
事
業
を
主
た
る
事
業
と
し
て
営
む

者
に
つ
い
て
は
５
人
以
下)

の
事
業
者
。 

 

 

5
月
22
日
よ
り
公
募
の
受
付
が
開
始

さ
れ
ま
し
た
が
、
申
請
に
際
し
て
は
、
事

業
所
管
轄
地
域
の
会
議
所
又
は
商
工
会
の

確
認
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
所
定
の
様
式

の
「
経
営
計
画
書
」「
補
助
事
業
計
画
書
」

を
提
出
の
う
え
、
商
工
会
へ
「
事
業
支
援

計
画
書
」
の
作
成
・
交
付
を
依
頼
し
て
下

さ
い
。
な
お
、「
事
業
支
援
計
画
書
」
の
作

成
・
交
付
に
は
一
定
の
日
数
が
か
か
り
ま

す
。
締
め
切
り
ま
で
十
分
な
余
裕
を
も
っ

て
、
商
工
会
ま
で
お
越
し
く
だ
さ
い
。 

こ
の
持
続
化
補
助
金
に
つ
い
て
詳
し
く

説
明
を
聞
き
た
い
方
や
事
業
計
画
書
の
様

式
が
必
要
な
方
は
、
商
工
会
ま
で
お
問
合

せ
下
さ
い
。
ま
た
、
計
画
書
や
公
募
要
領

は
当
商
工
会
な
ら
び
に
山
口
県
商
工
会
連

合
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。 

 ※
受
付
締
切 

 

一
次
締
め
切
り
6
月
28
日
（
金
） 

二
次
締
め
切
り
7
月
31
日
（
水
） 

締
切
日
当
日
消
印
有
効 

「
一
日
公
庫
」
の
ご
案
内 

中
小
企
業
の
た
め
の
政
府
系
金
融
機

関
で
あ
る
日
本
政
策
金
融
公
庫
下
関
支

店
の
協
力
を
得
ま
し
て
、
下
記
の
通
り

「
一
日
公
庫
」
を
開
催
い
た
し
ま
す
。

運
転
資
金
や
設
備
資
金
の
必
要
な
方
は

ご
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。 

      

           

 

 

･

日 
 

時 

６
月
25
日
（
火
） 

10
時
～
15
時 

･

場 
 

所 

く
す
の
き
商
工
会 

･

必
要
書
類 

２
期
分
決
算
書
、
試
算
表
、

事
業
計
画
書
等 

･

申 
 

込 

６
月
19
日
（
水
）
ま
で
に

商
工
会
へ 

 
 
 
 
 

℡
６
７
‐
１
３
５
２ 

平
成
30

年
度
第
2

次
補
正
予
算 

小
規
模
事
業
者
持
続
化
補
助
金 

公
募
開
始 

小
規
模
事
業
者
持
続
化
補
助
金
と
は 

小
規
模
事
業
者
が(

注
１)

商
工
会
・
商

工
会
議
所
の
助
言
等
を
受
け
て
経
営
計
画

書
を
作
成
し
、
そ
の
計
画
に
沿
っ
て
販
路

開
拓
や
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
に
取
り
組
む
費

用
の
２
／
３
を
補
助
す
る
と
い
う
も
の
で

す
。 

※
補
助
上
限
：
５０
万
円 

但
し
、
一
定
の
要
件
を
満
た
せ
ば
、
上

限
額
が
引
き
あ
が
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。 

 

あ
な
た
も
商
工
会
青
年
部
に
加
入
し

ま
せ
ん
か
？ 

当
商
工
会
青
年
部
で
は
、
部
員
を

募
集
し
て
い
ま
す
。 

個
人
事
業
主
・
中
小
企
業
の
経
営

者
、
ま
た
は
そ
の
後
継
者
等
で
45
歳

以
下
の
男
性
の
皆
様
、
商
工
会
青
年

部
に
加
入
し
て
、
イ
ベ
ン
ト
開
催
や

経
営
の
勉
強
会
、
講
習
会
を
通
し
て

同
世
代
の
経
営
者
仲
間
を
作
り
ま
し

ょ
う
。 

 

○
加
入
申
込
は
商
工
会
ま
で 


